
 学校学生生徒旅客運賃割引証 

（学割証）について 

                     
 ＪＲの乗車券は、学校から発行される学校学生生徒旅客運賃割引証（以下、学割証という）を

利用することにより割引になります。ここでは、Ｑ＆Ａで、学割証について知っていただきたい

と思います。 

 

Ｑ１ 学割証でどんなきっぷが買えるのですか。 

Ａ１ 片道乗車券、往復乗車券、連続乗車券、周遊きっぷが２割引きで購入できます。 

   ただし、片道の営業キロが１０１キロ以上ある場合に限ります。 

   例 黒部～金沢間は、営業キロが９１.２キロのため学割証は利用できません。 

 

Ｑ２ 学割証で特急（急行）券は割引にならないのですか。 

Ａ２ 割引にはなりません。 

 

Ｑ３ 学割証を発行してもらうためには、どのような手続きが必要ですか。 

Ａ３ ①担任に申し出て「旅行届／学生生徒旅客運賃割引証交付願」（以下、交付願という）の用

紙を受け取ってください。 

   ②保護者の方が「交付願」を記入し、押印してください。 

   ③担任に提出して確認印をもらってください。 

   ④担任から事務職員が「交付願」を受け取り、学割証を発行します。 

   ⑤「学割証」を持って、駅または旅行会社の窓口にて、割引乗車券を購入してください。 

   ★学割を発行する担当者（事務職員）が、出張等で不在の場合がありますから、お早めに

（発行を希望する 3 日前まで）には「交付願」を担任に提出してください。 

 

Ｑ４ 学割証は、ＪＲだけに使用できるのですか。 

Ａ４ 学割証は、ＪＲだけでなく一部の私鉄や船舶会社でも使用できる場合があります。 

  ただし、割引率は利用する会社によって違います。利用される鉄道会社や船舶会社に 

確認の上、「交付願」を提出してください。 

 


